
新潟市空家等対策計画 
   取組方針の改定の方向性（案） 

－ 検証・評価カルテ － 

資料７ 

※この『検証・評価カルテ』は、現時点で検討中のもので、有識者会議からの意見等を踏まえとりまとめる 

・これまでの取組状況や実績 
・平成 30 年住宅・土地統計調査などの関連データ 

  などを整理 

取組方針ごとに『検証・評価カルテ』を作成 

・取組状況や調査データから、取組方針を検証・評価し、 
今後の課題を整理 

・取組方針の改定の方向性として、強化すべき取り組み
や、新たに対応すべき事項を記載 



 

取 組 方 針 １ 発生の抑制   

取 組 状 況 等 

・関係 13 団体と空家等対策の推進に関する連携協定を締結（H28） 

・空き家啓発パンフレットの配布、市報や HP への掲載（H28~）の他、市政さわやかトーク宅配便（H29~、回数：全 46 回、

参加者：延べ 1,284 名）などにより、空き家を放置した際のリスクや住まいの引き継ぎの重要性などを周知啓発した 

・国勢調査等によると、高齢単身世帯など、将来、空き家となりやすい世帯が増加している 

（関連データ）  

 

 

 

 

  

検 証 ・ 評 価 
・今後とも空き家の増加が見込まれるところ、近い将来、住まいの引き継ぎに関係する方に焦点を絞った周知啓発が十分とは

言えないことから、対象者に直接的に訴えることのできる“相続”や“終活”などの機会を活用していく必要がある 

改定の方向性（案） 
・相続や終活などの機会を通じて意識啓発を図ることを追加 

【参考】取り組み例（他都市）：納税通知書封筒への注意喚起の記入、相続・終活セミナーでの周知啓発 

■【新潟市】高齢者を含む世帯数 
（出典：国勢調査） 

■【新潟市】住宅の建て方別 65 歳以上の単身世帯数 

（出典：H30 住宅・土地統計調査） 

※高齢者夫婦：夫 65 歳以上，妻 60 歳以上の夫婦 1 組のみの一般世帯 

て住宅に住む 65 歳以上の単身世帯が 23,700 世帯、

そのうち 75 歳以上が 13,600 世帯 

・「高齢単身」「高齢夫婦」といった高齢者のみの世帯が増加

している 

共同住宅, 

8,700 , 

27%

, 

400 , 1%

65 74歳, 

10,100 

 75歳以上, 

13,600 

, 

23,700 , 

72%
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取 組 方 針 １ 発生の抑制  （２）住宅ストックの良質化 

取 組 状 況 等 

・住宅の耐震性の向上に向け、木造住宅耐震改修工事等補助制度（H8~）により、耐震診断や設計、改修等に係る費用の一部を支援  

・住宅・土地統計調査によると、S55 で耐震診断を実施したのが 1 年あたりの平均で約 310

このうち、耐震性が確保されていないと診断され、耐震改修工事を実施したのが同約 40 （参考：市の支援 H26 H30 年

度平均 診断：205 件、改修：18 件） 

・住宅の居住性の向上に向け、健幸すまいリフォーム助成事業（H24~）により、住宅リフォーム費用の一部を支援 

・住宅・土地統計調査によると、持ち家のリフォーム工事は、台所･浴室等の水回り改修が１年あたりの平均で約 6,600 と最

多（参考：市の支援 H26 H30 年度平均：1,182 件） 

（関連データ）  

 

 

 

 

   

検 証 ・ 評 価 
・耐震改修工事やリフォーム工事の実施の一定割合で、市の支援が関わっている状況が見られることから、引き続き、支援や情

報提供、相談体制の整備に取り組む 

改定の方向性（案） （変更なし） 

100 , 32%

診断の結果、

耐震性が確保

されていた

40 , 13%

耐震改修工事を

実施した

170 , 55%

耐震改修工事を

実施していない
210 , 68%

診断の結果、

耐震性が確保され

ていなかった

■【新潟市】持ち家における増改築・改修工事等の内容 
（H30 住宅・土地統計調査） 

■【新潟市】耐震診断を実施した S55 年以前建築の 
木造一戸建て住宅の耐震改修の実施状況 

（H30 住宅・土地統計調査） 

・2014 年以降、耐震診断を実施した S55（1980）年以前建築
約 310 1 年あたりの平均）のうち、

耐震性が確保されていないと診断されたのは、約 210  

・このうち、耐震改修工事の実施が約 40 、未実施が約 170  

・2014 年以降、持ち家における増改築・改修工事等で、「台

所･トイレ･浴室･洗面所の改修工事」が最多で約 6,600 （1
年あたりの平均）は、次いで「高齢者等のための設備工事」

が 6,100  

※データは、2014 年以降の１年あたりの平均値（推計値・十の位四捨五入） 
※持ち家の総数：212,900  

700 
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耐震改修工事

増築･間取りの変更

窓･壁等の断熱･結露防止工事

天井･壁･床等の内装の改修工事

屋根･外壁等の改修工事

高齢者等のための設備工事

台所･トイレ･浴室･洗面所の改修工事

※データは、2014 年以降の１年あたりの平均値（推計値・一の位四捨五入） 
※S55（1980） の総数：55,500  

単位：  
( ) 

ｎ（診断実施件数）=310 
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取 組 方 針 ２ 活用の促進  （１）活用に向けた情報の提供・相談体制の充実 

取 組 状 況 等 

・協定団体の協力のもと、空き家無料相談会（H29~）を開催し、専門家の相談員により、空き家の売却・賃貸につながるよう

相談に応じた 

・空き家や空き家を除却した跡地の活用を促進するための税制措置「空き家の譲渡所得の 3000 万円特別控除」（H28~）が創設

され、当該事務（確認書の発行手続き）に対応した（H28 R1 申請件数：計 218 件 ※R2.1 月末時点） 

・住宅・土地統計調査によると、平成 25 年から平成 30 は増加 

（関連データ）  

 

 

 

 

  

開催日 相談者数 相談件数 

H30.1.14 25 組 32 件 

H30.9.1 27 組 46 件 

H31.1.20 17 組 32 件 

R 1 . 8 . 4 13 組 28 件 

R1.12.1 12 組 33 件 

合計 94 組 171 件 

検 証 ・ 評 価 
・

促進につながる「空き家の譲渡所得の 3000 万円控除」などの制度等の周知を強化する必要がある 

改定の方向性（案） ・所有者等に対して、空き家や空き家を除却した跡地の活用につながる制度等の情報の周知に取り組むことを追加 

■【新潟市】空き家無料相談会の実施状況 

■【新潟市】一戸建て住宅の空き家の数 

（出典：住宅・土地統計調査） 

25 年から平成 30 年にかけて 1,260 8 割

超を占めている 

・「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」の合計も、平成 25 年から

平成 30 年にかけて 400 増加 

・平成 29 年度より空き家無料相談会を定期的に実施し、これ

までに過去 5 回の開催で、相談者は延べ 94 組が参加 

500 ，3%
1,020 ，6%

1,000 ，6%

860 ，5%

900 ，5%

640 ，4%

15,300 ，86%

14,040 ，85%

0 5,000 10,000 15,000 20,000
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取 組 方 針 ２ 活用の促進  （２）地域による活用の促進 

取 組 状 況 等 

・地域提案型空き家活用事業（H26~）により、地域で空き家や跡地を活用する際の改修や除却費用の一部を支援（H26~R1 空

き家活用事業・跡地活用事業 補助件数：計 6 件） 

・空き家活用リフォーム推進事業（H26~）により、空き家を 地域の茶の間」などにリノベーションす

る際の改修費用の一部を支援（H26~R1 福祉活動活用 補助件数：計 11 件） 

（関連データ）  

 

 

 

 

 

検 証 ・ 評 価 
・地域が空き家を活用する取り組みは、地域全体での空き家に関する意識醸成が図られる効果も期待できることから、引き続き、地

域による空き家活用の促進に取り組む 

改定の方向性（案） （変更なし） 

 

■【新潟市】地域提案型空き家活用事業（活用事業） 

■【新潟市】空き家を地域の茶の間として活用した事例 
（空き家活用リフォーム推進事業） 

≪空き家活用の事例≫ 

・地域の茶の間  ・自治会館  など 

←市報Ｈ30.8.5 号 
「空き家特集」より 
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取 組 方 針 ２ 活用の促進  （３）流通による活用の促進 

取 組 状 況 等 

・空き家活用リフォーム推進事業（H26~）により、世帯の状況に合わせた住み替えや、地域の茶の間、高齢者シェアハウス等

の福祉活動などを行う際の、改修費用の一部を支援 

・ＵＩＪ支援にいがたすまいリフォーム推進事業（H28~）により、新潟県外からの移住・定住者に対して、住宅リフォーム費

用の一部を支援（※空き家活用の場合は支援を拡充） 

・住宅・土地統計調査によると、「その他の住宅」の、未接道および幅員 4ｍ未満の道路の接道が占める割合は全体の 4 割で、「二次

的・賃貸用・売却用の住宅」と比較すると、その割合は約 1.4 倍 

（関連データ）  

 

 

  

 

   
空き家活用 
リフォーム 
（H26  

UIJ 支援 
リフォーム 

（空き家活用） 
（H28  

住み替え 351 件  14 件  

福祉活動など 11 件  ―   

小計 362 件  14 件  

合計 376 件       

検 証 ・ 評 価 
・未接道の敷地や狭隘道路に接道する敷地、狭小な敷地の空き家は活用・流通が困難な傾向にあるが、「敷地単位での対応」では限界

があることから、周辺の土地も含めた、「面的な視点からの対応」が必要である 

改定の方向性（案） 
・空き家が放置されやすい未接道・狭小敷地などの活用困難な土地の活用・流通促進に向けて、他都市の事例を参考にしなが

ら関係団体等と連携・検討を進めることを追加 

■【新潟市】空き家活用への支援の実績（H26～R1） ■【新潟市】空き家の接道状況 
（出典：H30 住宅・土地統計調査） 

・未接道および幅員 4ｍ未満の道路に接道している「二次的・

賃貸用・売却用の住宅」は全体の 3 割弱に対し、「その他の

住宅」は４割で、未接道および 2ｍ未満も 1 割ある 

・これまでに空き家活用リフォーム推進事業とＵＩＪ支援に

いがた住まいリフォーム推進事業により、空き家活用を支

援した件数は、合計で 376 件 

800 ，4%

1,000 ，3%

1,200 ，6%

800，3%

5,500 ，30%

6,600 ，22%

11,100 ，60%

21,400，72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他の住宅

二次的・賃貸用・

売却用の住宅

未接道 幅員２ｍ未満の道路

幅員４ｍ以上の道路
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取 組 方 針 ３ 適正管理の促進 （１）管理者意識の醸成 

取 組 状 況 等 

・空き家啓発パンフレット、市報や HP での周知（H28~）、納税通知書（市外在住者宛）への啓発チラシの同封（H30）などに

より、空き家を放置した際のリスクや責任、管理者を明確にする重要性などを周知した 

・地域提案型空き家活用事業（H26~）により、地域（自治会・町内会など）が主体となった空き家調査や、所有者への意識啓

発、適切な管理を促す取り組みなどを支援 

（関連データ）  

 

 

 

 

 

検 証 ・ 評 価 
・パンフレット等を活用した行政による啓発だけでは、現実には浸透しきれない部分もあるため、引き続き、地域や協定団体と連携

し、管理者意識の醸成に取り組む 

改定の方向性（案） （変更なし） 

 

■【新潟市】空き家啓発パンフレット ■【新潟市】地域提案型空き家活用事業（調査研究事業） 

 

≪適切な管理を促す取り組みの事例≫ 

・空き家・空き地の所有者を調査し、当該所有者に啓発パ
ンフレットを配布するとともに適正な維持管理を要請 

・空き家の登記を取得し、相続登記がされていない空き家
について関係者に相続登記を促進 など 

-6-



取 組 方 針 ３ 適正管理の促進 （２）適正管理に向けた情報の提供・相談体制の充実 

取 組 状 況 等 

・空き家啓発パンフレット、市報や HP での周知（H28~）、納税通知書（市外在住者宛）への啓発チラシの同封（H30）により、

管理の方法や協定団体の相談窓口などについての情報提供を行った 

・空家実態調査（全国）によると、空き家の主な管理者について、遠方に居住する所有者ほど、管理者が不在の割合が大きくな

る傾向がある 

（関連データ）  

 

 

 

 

  

検 証 ・ 評 価 
・県外や市外の遠方の所有者に対する情報提供として、納税通知書への啓発チラシの同封などを実施してきたが、より有効な情報提

供となるよう、手段や内容を検討する必要がある 

改定の方向性（案） 
・遠方者に向けた適正管理に関する情報提供の有効な手段や内容を検討することを追加 

 【参考】取り組み例（他都市）：空き家管理業者名簿のホームページへの掲載 

■【新潟市】空き家啓発パンフレット 

■【全国】所有者の自宅からの距離別の主な管理者 
（出典：H26 空家実態調査） 

・所有者自宅から空き家までの距離が遠くなるほど、「誰も管理していない」

の割合が大きく、「車･電車などで 3 約１割 
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取 組 方 針 ４ 管理不全の解消 （１）所有者等への注意喚起 

取 組 状 況 等 

・ せられた管理不全な空き家について、所有者等を調査したうえで、文書送付などにより、適正管理に向けた

注意喚起・指導を行い、その結果、5 割弱が改善または改善見込み（改善率 H28：33%、H29：40%、H30：44%） 

・所有者等の中には、相続が複雑なため意思決定が困難、立地条件により売却が困難、修繕・除却費用の負担が困難など、様々

な事情で、管理不全状態の改善に向けた行動ができない者がいる 

（関連データ）  

 

 

 

 

 

検 証 ・ 評 価 
・管理不全な空き家が解決に至っていない理由は様々であり、空き家担当部署だけでは問題解決が困難な案件もあることから、

これらの改善に向け、協定団体や福祉部局などと連携しながら個々の事情に応じた丁寧な対応を図っていく必要がある 

改定の方向性（案） 

・解決が困難となっている管理不全な空き家への対応として、関係団体への相談体制の構築や福祉部局との連携により対応を

図っていくことを追加 

 【参考】取り組み例（新潟市）：相談支援体制の構築（個別相談対応） 
 

■【新潟市】管理不全な空き家への対応状況（R2 年 1 月末時点） 

■【新潟市】改善が進まない管理不全な空き家の特徴 
 

・改善が進まない管理不全な空き家の特徴で多いのは、「相続人が複

数存在」が 6 割弱、「相続登記が未登記」が 5 割弱 

・「農村部の集落」「費用負担困難」なども 3 割程度 

・市から文書送付などにより注意喚起・指導を行った管

理不全な空き家のうち、5 割弱が改善または改善の見

込み 

対象：注意喚起によっても改善されない空き家のうち、改善のために 
大規模な修繕等を要すると想定されるもの33 件（R2年1 月末時点） 
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取 組 方 針 ４ 管理不全の解消 （２）特定空家等への対応 

取 組 状 況 等 

・注意喚起（法第 12 条に基づく情報提供・助言）によっても管理不全な状態が改善されず、認定基準に基づき認定された特定

空家等 10 件について、その所有者等に対し、法第 14 条に基づく助言・指導を実施 

・助言・指導の結果、8 件が改善（改善見込み含む）されたが、2 件がまだ改善されていない（改善されていない 2 件のうち、

１件は所有者が関係団体に相談中、もう 1 件は新たに所有者を調査し情報提供・助言文書を送付予定） 

（関連データ）  

 

 

 

 
特定空家等認定 １５件  

 所有者 確知 １０件  
 

助言・指導 １０件  
 

改善・改善見込み  ８件  

改善されず  ２件  

所有者確知できず  ５件  
 

応急的危険回避措置  ３件  

 相続財産管理人選任  ２件  

検 証 ・ 評 価 

・特定空家等に認定する前の情報提供・助言による注意喚起、認定後の助言・指導の実施まで、所有者等に対し、文書送付や自

宅訪問などにより粘り強く対応を求めてきた結果、10 件中 8 件が改善に至っている 

・今後も、特定空家等に認定された案件については、周辺への影響や危険等の切迫性等を勘案しながら、所有者等に対し粘り強

く改善を求めていく 

改定の方向性（案） （変更なし） 

■【新潟市】特定空家等への対応状況（R2 年 2 月末時点） 
■【新潟市】管理不全な空き家への対応フロー 

・所有者等が確知されている特定空家等 10 件に対し、

助言・指導を実施し、8 件が改善または改善見込み、 

2 件が改善されていない状況 
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取 組 方 針 ４ 管理不全の解消 （所有者不存在・不明の空き家への対応） 

取 組 状 況 等 

・所有者等が不存在・不明の管理不全な空き家のうち、保安上危険なおそれがあるものについては、市条例に基づく応急的危険

回避措置の実施や、財産管理人制度の活用により対応した 

・司法統計によると、相続放棄の件数が全国的に増加傾向にあり、今後も高齢化を背景に、相続放棄により所有者等が不存在・

不明の空き家が増加すると見込まれる 

（関連データ）  

 

 

 

 

 
対応内容 件数 備考 

応急的危険回避措置 17 件 
外壁・屋根補修、 

部分撤去など 

財産管理人制度の活用 2 件 １件改善、１件対応中 

経過観察 15 件  

合計 34 件  

検 証 ・ 評 価 

・相続放棄などにより今後増加の予想される所有者等不存在・不明の空き家に対しては、周辺への影響や危険等の切迫性等を

見極め、状況に応じた様々な手法を検討し実施する必要がある 

・所有者不明な不動産の増加を踏まえ、国においても制度見直しなどの対策が検討されている 

改定の方向性（案） 
・所有者不存在・不明の空き家への対応としては、国の動向を注視しながら、財産管理人制度の活用とともに、応急的危険回

避措置や略式代執行などを適切に実施することを追加 

■【新潟市】所有者不存在・不明の空き家への対応状況（R2.2 月末） 

・これまでに外壁補修などの応急的危険回避措置を 17 件、 

財産管理人制度の活用を 2 件実施 

・全国の相続放棄の件数は 10 年で約 1.4 倍に増加 

・新潟家庭裁判所管内の相続放棄は、5,000 件前後で推移 

■【全国・新潟家庭裁判所管内】相続放棄件数 
（出典：司法統計） 

156,419 
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